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山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会
会
則

　
　
　
　
　
　
　

第 

一 

章　
　
　

総　
　

則

第　

一　

条 
 

本
会
は
山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会
と
称
す
る
。

第　

二　

条 
 

本
会
は
事
務
局
を
山
口
大
学
人
文
学
部
日
本
・
中
国
言
語
文

学
コ
ー
ス
研
究
室
内
に
お
く
。

第　

三　

条 
 

本
会
は
会
員
相
互
の
研
究
の
向
上
と
緊
密
な
連
携
を
は
か
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第　

四　

条 
本
会
は
右
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
左
の
事
業
を
行
う
。

 

　
　

一　

研
究
発
表
会
、
研
究
懇
話
会

 

　
　

二　

雑
誌
「
山
口
国
文
」
の
発
行

 

　
　

三　

そ
の
他
必
要
な
事
項

　
　
　
　
　
　
　

第 

二 
章　
　
　

会　
　

員

第　

五　

条 

本
会
の
会
員
は
左
の
通
り
定
め
た
者
を
以
て
組
織
す
る
。

 

　

正 

会 

員　

 
山
口
大
学
人
文
学
部
人
文
学
科
：
日
本
・
中

国
言
語
文
学
コ
ー
ス
（
文
理
学
部
文
学
科
：

国
文
学
、
国
語
学
・
国
文
学
専
攻
、
人
文
学

部
言
語
文
化
学
科
：
国
語
学
、
国
文
学
、
日

本
語
文
化
論
コ
ー
ス
、
日
本
語
学
・
日
本
文

学
コ
ー
ス
、
人
文
科
学
研
究
科
：
国
語
学
、

国
文
学
、
日
本
語
文
化
論
、
日
本
語
学
文
学

論
）
研
究
室
に
所
属
す
る
教
員
、
及
び
卒
業

生
・
在
学
生
（
学
部
学
生
・
大
学
院
学
生
）

の
う
ち
、
本
会
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
者

 

　

特
別
会
員　

 

山
口
大
学
人
文
学
部
人
文
学
科
：
日
本
・
中

国
言
語
文
学
コ
ー
ス
（
文
理
学
部
文
学
科
：

国
文
学
、
国
語
学
・
国
文
学
、
人
文
学
部
言

語
文
化
学
科
：
国
語
学
、
国
文
学
、
日
本
語

文
化
論
コ
ー
ス
、日
本
語
学
・
日
本
文
学
コ
ー

ス
）
研
究
室
の
元
教
員
。
及
び
委
員
会
の
推

薦
し
た
者

　
　
　
　
　
　
　

第 

三 

章　
　
　

委　
　

員

第　

六　

条 

本
会
に
左
の
委
員
を
お
い
て
委
員
会
を
運
営
す
る
。

 

　

 

代
表
委
員
一
名
、
実
行
委
員
二
乃
至
三
名
、
他
に
委
員
若

干
名

第　

七　

条 

代
表
委
員
、実
行
委
員
一
乃
至
二
名
は
教
員
会
員
を
充
て
る
。

第　

八　

条 
 

委
員
は
正
会
員
の
中
か
ら
総
会
で
選
出
す
る
。
卒
業
生
の
委

員
に
つ
い
て
は
、
卒
業
年
次
そ
の
他
の
諸
条
件
を
勘
案
し
、

在
学
生
の
委
員
に
つ
い
て
は
、
学
年
を
考
慮
す
る
。

第　

九　

条 
 

委
員
の
任
期
は
原
則
と
し
て
二
年
と
し
、
再
任
、
重
任
は
妨

げ
な
い
。

第　

十　

条 
 

代
表
委
員
は
、
本
会
を
代
表
し
て
会
務
を
統
理
す
る
。
実
行

委
員
は
庶
務
・
会
計
・
編
集
の
実
務
を
担
当
し
、
そ
の
他
の

委
員
は
代
表
委
員
を
補
佐
し
て
会
務
を
分
担
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

第 

四 

章　
　
　

会　
　

議

第 

十 

一 

条 

会
議
は
総
会
と
委
員
会
と
す
る
。

第 

十 

二 

条 
 

総
会
は
年
次
総
会
と
臨
時
総
会
と
し
、
年
次
総
会
は
五
月
に

開
催
し
、
臨
時
総
会
は
委
員
会
の
議
決
を
経
て
開
催
す
る
。

第 

十 

三 

条 

委
員
会
は
必
要
に
応
じ
代
表
委
員
が
招
集
す
る
。

第 

十 

四 

条 

年
次
総
会
は
左
の
事
項
を
処
理
す
る
。

 

　
　

一　

前
年
度
の
収
支
決
算
及
び
新
年
度
の
予
算
案

 

　
　

二　

事
業
の
報
告
及
び
計
画

 

　
　

三　

委
員
の
選
出

 

　
　

四　

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

 

　

第 

五 

章　
　
　

会　
　

計

第 

十 

五 

条 

本
会
の
経
費
は
会
費
、
寄
付
金
そ
の
他
の
収
入
に
よ
る
。

第 

十 

六 

条 
 

本
会
の
会
費
は
毎
年
千
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
教
員
会
員
は

六
千
円
、
在
学
生
会
員
は
五
百
円
と
す
る
。

第 

十 

七 

条 
 

本
会
の
会
計
年
度
は
毎
年
四
月
一
日
に
は
じ
ま
り
翌
年
の
三

月
三
十
一
日
に
終
わ
る
。

第 

十 

八 

条 
 

会
計
監
査
二
名
を
お
き
監
査
を
経
て
総
会
で
決
算
報
告
を
承

認
す
る
。

 

　

第 

六 

章　
　
　

会
則
変
更

第 

十 

九 

条 

会
則
の
変
更
は
総
会
の
議
決
を
経
て
行
う
。

 

　
　
　

附　
　
　

則

 
 

本
会
則
は
平
成
二
十
九
年
五
月
十
四
日
か
ら
改
正
施
行
し
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

 
 （

昭
和
五
十
二
年
五
月
一
日
制
定
、
五
十
四
年
四
月
二
十
九

日
改
正
、
六
十
年
四
月
二
十
八
日
改
正
、
平
成
四
年
五
月

十
七
日
改
正
、
平
成
八
年
五
月
十
二
日
改
正
、
平
成
十
二
年

五
月
十
四
日
改
正
、
平
成
二
十
年
五
月
十
一
日
改
正
、
平
成

二
十
九
年
五
月
十
四
日
改
正
）

一　

内　

容　

 

日
本
語
学
、
日
本
文
学
、
日
本
語
教
育
、
国
語
教
育

に
関
す
る
研
究
論
文

一　

枚　

数　

四
百
字
詰
原
稿
用
紙
三
五
枚
以
内

一　

期　

日　

二
〇
二
五
年
九
月
三
〇
日

一　

送
り
先　

〒　
　

 

山
口
市
吉
田
一
六
七
七

－

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

山
口
大
学
人
文
学
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

日
本
・
中
国
言
語
文
学
コ
ー
ス
研
究
室
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会

 

本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
の
著
作
権
は
著
者
に
帰
属
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会
は
、
本

誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
を
、
学
会
も
し
く
は
学
会
が
委
託
す
る

機
関
に
お
い
て
、
電
子
化
公
開
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

753-
 8540

　
　

山 

口 

国 

文　
　

第
四
十
八
号

　
　
　
　
　

二
〇
二
五
年
三
月
一
日　

発
行

　
　
　
　
　
　

編
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会

　
　
　
　
　
　

発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

代
表
者　

和　

田　
　
　

学

　
　
　
　
　
　

〒　
　

 

山
口
市
吉
田
一
六
七
七

－

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

山
口
大
学
人
文
学
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
・
中
国
言
語
文
学
コ
ー
ス
研
究
室
内

　
　
　
　
　
　
　

電　

話　

 

（
〇
八
三
）九
三
三

－

五
二
七
二
（
和
田
）

　
　
　
　
　
　
　

口
座
振
替　

〇
一
五
四
〇

－

二

－

五
四
八
六

　
　
　
　
　
　

印
刷　
　

有
限
会
社　

三　

共　

印　

刷

753-
 8540

投 
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規 

定



　
　
　
　

 

山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会
会
則

　
　
　
　
　
　
　

第 

一 

章　
　
　

総　
　

則

第　

一　

条 
 

本
会
は
山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会
と
称
す
る
。

第　

二　

条 
 

本
会
は
事
務
局
を
山
口
大
学
人
文
学
部
日
本
・
中
国
言
語
文

学
コ
ー
ス
研
究
室
内
に
お
く
。

第　

三　

条 
 

本
会
は
会
員
相
互
の
研
究
の
向
上
と
緊
密
な
連
携
を
は
か
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第　

四　

条 

本
会
は
右
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
左
の
事
業
を
行
う
。

 

　
　

一　

研
究
発
表
会
、
研
究
懇
話
会

 

　
　

二　

雑
誌
「
山
口
国
文
」
の
発
行

 

　
　

三　

そ
の
他
必
要
な
事
項

　
　
　
　
　
　
　

第 

二 

章　
　
　

会　
　

員

第　

五　

条 

本
会
の
会
員
は
左
の
通
り
定
め
た
者
を
以
て
組
織
す
る
。

 

　

正 

会 

員　

 

山
口
大
学
人
文
学
部
人
文
学
科
：
日
本
・
中

国
言
語
文
学
コ
ー
ス
（
文
理
学
部
文
学
科
：

国
文
学
、
国
語
学
・
国
文
学
専
攻
、
人
文
学

部
言
語
文
化
学
科
：
国
語
学
、
国
文
学
、
日

本
語
文
化
論
コ
ー
ス
、
日
本
語
学
・
日
本
文

学
コ
ー
ス
、
人
文
科
学
研
究
科
：
国
語
学
、

国
文
学
、
日
本
語
文
化
論
、
日
本
語
学
文
学

論
）
研
究
室
に
所
属
す
る
教
員
、
及
び
卒
業

生
・
在
学
生
（
学
部
学
生
・
大
学
院
学
生
）

の
う
ち
、
本
会
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
者

 

　

特
別
会
員　

 

山
口
大
学
人
文
学
部
人
文
学
科
：
日
本
・
中

国
言
語
文
学
コ
ー
ス
（
文
理
学
部
文
学
科
：

国
文
学
、
国
語
学
・
国
文
学
、
人
文
学
部
言

語
文
化
学
科
：
国
語
学
、
国
文
学
、
日
本
語

文
化
論
コ
ー
ス
、日
本
語
学
・
日
本
文
学
コ
ー

ス
）
研
究
室
の
元
教
員
。
及
び
委
員
会
の
推

薦
し
た
者

　
　
　
　
　
　
　

第 

三 

章　
　
　

委　
　

員

第　

六　

条 

本
会
に
左
の
委
員
を
お
い
て
委
員
会
を
運
営
す
る
。

 

　

 

代
表
委
員
一
名
、
実
行
委
員
二
乃
至
三
名
、
他
に
委
員
若

干
名

第　

七　

条 

代
表
委
員
、実
行
委
員
一
乃
至
二
名
は
教
員
会
員
を
充
て
る
。

第　

八　

条 
 

委
員
は
正
会
員
の
中
か
ら
総
会
で
選
出
す
る
。
卒
業
生
の
委

員
に
つ
い
て
は
、
卒
業
年
次
そ
の
他
の
諸
条
件
を
勘
案
し
、

在
学
生
の
委
員
に
つ
い
て
は
、
学
年
を
考
慮
す
る
。

第　

九　

条 
 

委
員
の
任
期
は
原
則
と
し
て
二
年
と
し
、
再
任
、
重
任
は
妨

げ
な
い
。

第　

十　

条 
 

代
表
委
員
は
、
本
会
を
代
表
し
て
会
務
を
統
理
す
る
。
実
行

委
員
は
庶
務
・
会
計
・
編
集
の
実
務
を
担
当
し
、
そ
の
他
の

委
員
は
代
表
委
員
を
補
佐
し
て
会
務
を
分
担
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

第 

四 

章　
　
　

会　
　

議

第 

十 

一 

条 

会
議
は
総
会
と
委
員
会
と
す
る
。

第 

十 

二 

条 
 

総
会
は
年
次
総
会
と
臨
時
総
会
と
し
、
年
次
総
会
は
五
月
に

開
催
し
、
臨
時
総
会
は
委
員
会
の
議
決
を
経
て
開
催
す
る
。

第 

十 

三 

条 

委
員
会
は
必
要
に
応
じ
代
表
委
員
が
招
集
す
る
。

第 

十 

四 

条 

年
次
総
会
は
左
の
事
項
を
処
理
す
る
。

 

　
　

一　

前
年
度
の
収
支
決
算
及
び
新
年
度
の
予
算
案

 

　
　

二　

事
業
の
報
告
及
び
計
画

 

　
　

三　

委
員
の
選
出

 

　
　

四　

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

 

　

第 

五 

章　
　
　

会　
　

計

第 

十 

五 

条 

本
会
の
経
費
は
会
費
、
寄
付
金
そ
の
他
の
収
入
に
よ
る
。

第 

十 

六 

条 
 

本
会
の
会
費
は
毎
年
千
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
教
員
会
員
は

六
千
円
、
在
学
生
会
員
は
五
百
円
と
す
る
。

第 

十 

七 

条 
 

本
会
の
会
計
年
度
は
毎
年
四
月
一
日
に
は
じ
ま
り
翌
年
の
三

月
三
十
一
日
に
終
わ
る
。

第 

十 

八 

条 
 

会
計
監
査
二
名
を
お
き
監
査
を
経
て
総
会
で
決
算
報
告
を
承

認
す
る
。

 

　

第 

六 

章　
　
　

会
則
変
更

第 

十 

九 

条 

会
則
の
変
更
は
総
会
の
議
決
を
経
て
行
う
。

 

　
　
　

附　
　
　

則

 
 

本
会
則
は
平
成
二
十
九
年
五
月
十
四
日
か
ら
改
正
施
行
し
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

 
 （

昭
和
五
十
二
年
五
月
一
日
制
定
、
五
十
四
年
四
月
二
十
九

日
改
正
、
六
十
年
四
月
二
十
八
日
改
正
、
平
成
四
年
五
月

十
七
日
改
正
、
平
成
八
年
五
月
十
二
日
改
正
、
平
成
十
二
年

五
月
十
四
日
改
正
、
平
成
二
十
年
五
月
十
一
日
改
正
、
平
成

二
十
九
年
五
月
十
四
日
改
正
）

一　

内　

容　

 

日
本
語
学
、
日
本
文
学
、
日
本
語
教
育
、
国
語
教
育

に
関
す
る
研
究
論
文

一　

枚　

数　

四
百
字
詰
原
稿
用
紙
三
五
枚
以
内

一　

期　

日　

二
〇
二
五
年
九
月
三
〇
日

一　

送
り
先　

〒　
　

 

山
口
市
吉
田
一
六
七
七

－

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

山
口
大
学
人
文
学
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

日
本
・
中
国
言
語
文
学
コ
ー
ス
研
究
室
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会

 

本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
の
著
作
権
は
著
者
に
帰
属
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会
は
、
本

誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
を
、
学
会
も
し
く
は
学
会
が
委
託
す
る

機
関
に
お
い
て
、
電
子
化
公
開
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

753-
 8540

　
　

山 

口 

国 

文　
　

第
四
十
八
号

　
　
　
　
　

二
〇
二
五
年
三
月
一
日　

発
行

　
　
　
　
　
　

編
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会

　
　
　
　
　
　

発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

代
表
者　

和　

田　
　
　

学

　
　
　
　
　
　

〒　
　

 

山
口
市
吉
田
一
六
七
七

－

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

山
口
大
学
人
文
学
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
・
中
国
言
語
文
学
コ
ー
ス
研
究
室
内

　
　
　
　
　
　
　

電　

話　

 

（
〇
八
三
）九
三
三

－

五
二
七
二
（
和
田
）

　
　
　
　
　
　
　

口
座
振
替　

〇
一
五
四
〇

－

二

－

五
四
八
六

　
　
　
　
　
　

印
刷　
　

有
限
会
社　

三　

共　

印　

刷

753-
 8540

投 

稿 

規 

定
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